
平成23年12月 

 

採用事務担当者 殿 

 

大阪大学学生部      

 

採用関係書類について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 日頃は、本学学生の採用につきまして、種々御高配をいただきありがとうございます。 

 平成25年３月卒業・修了予定者に係る採用関係書類を下記のとおりご案内いたしますので、よ

ろしくお取り計らいくださいますよう、お願い申し上げます。 

                                        敬 具 

 

記 

 

１．学生の採用業務についてのお願い 

２．平成24年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者の就職・採用活動について 

３．平成24年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ） 

４．採用選考に関する企業の倫理憲章（日本経済団体連合会） 

５．平成24年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職に関する要請 

６．大学等卒業予定者の公正な採用に向けたお願い 

 

 

＜お知らせ＞ 

▼大阪大学就職支援システム（https://cs-web.osaka-u.ac.jp/recruit/kyujin/）について 

本学では、求人情報のご提供については「就職支援システム」をご利用いただき、求人情報を

入力していただくことになりました（2010年10月から）。 

登録手順等については、こちら（https://cs-web.osaka-u.ac.jp/recruit/）をご参照ください。 

 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

■就職支援全般・各種ガイダンスに関すること 
〒565-0871 吹田市山田丘１－１（吹田学生センター）  
大阪大学 学生部 学生・キャリア支援課  
Tel 06（6879）7087  Fax 06(6879)7167 
 
■求人票・インターンシップに関すること 
〒560-0043 豊中市待兼山１－10（豊中学生センター）   
大阪大学 学生部 学生・キャリア支援課  
Tel 06（6850）6115  Fax 06(6850)5020 
 



平成23年12月 

 

採用事務担当者 殿 

 

大 阪 大 学      

 

学生の採用業務についてのお願い 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

本学学生の就職につきましては、常々格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本学では、就職の機会均等を確保するため、文部科学省及び国立大学協会等の指導に

基づき、適正な就職事務を行うよう努力いたしております。 

平成８年６月には、労働省において、大学等卒業予定者に対する就職差別の解消を図る観点

から、応募社用紙の標準的事項・様式の参考例が示され、履歴書から「本籍地」、「戸籍筆頭者

との続柄」欄が削除され、自己紹介書から「家族状況」欄が削除されました。本学においても、

同趣旨を学生に周知しているところです。 

つきましては、貴社におかれましても、卒業予定者の採用業務について、就職の機会均等の

確保と本人の能力と適性に基づく公正な採用選考の実施について、ご配慮いただきますようお

願い申し上げます。 

また、求人情報及び企業等への提出書類は、下記により取り扱うこととしておりますので、

ご理解いただきますよう重ねてお願い申しあげます。 

敬 具 

 

記 

 

１．求人情報ご提供は、大阪大学就職支援システムをご利用いただき、求人情報をご入力く

ださい。ＷＥＢにて学生に開示いたします。（本システムの閲覧は学内者限定となります。） 

 （https://cs-web.osaka-u.ac.jp/recruit/kyujin/） 

  なお、本システムのご利用が困難な場合、貴社所定の求人申込書をご提供ください。豊

中学生センターにてファイリングし、学生の閲覧に供します。 

２．企業等への提出書類は、原則として次の書類に限ります。 

① 履歴書・自己紹介書（大学指定様式） 

② 成績証明書 

③ 卒業（見込）証明書 

④ 健康診断（証明）書 

⑤ 推薦書 

３．戸籍謄本、抄本及び住民票の提出の求めには、応じられません。 

４．学生の身元調査には、応じられません。 

５．提出書類に次のような内容が含まれるときは、記入できません。 

① 本籍地を記入すること。 

② 戸籍筆頭者との続柄を記入すること。 

③ 家族状況を記入すること。 

④ 自己紹介書に、宗教、支持政党、思想・信条及び生まれ育った場所等を記入すること。 































平成23年 12月１日 

 

 採用業務責任者 様 

 

大阪府下大学等就職問題連絡協議会 

大阪府商工労働部雇用推進室 

厚生労働省大阪労働局職業安定部 

 

 

大学等卒業予定者の公正な採用選考に向けたお願い 

 

拝啓 時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、大学等卒業予定者の採用選考につきまして、格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、大阪府下大学等就職問題連絡協議会（大阪府内の国公私立大学、短期大学、高等専門学校 79 校が

加入；略称「大就連」）、大阪府及び厚生労働省大阪労働局では、大学等卒業予定者が差別的な取扱いがされ

ることなく、本人の適性・能力に基づく公正な採用選考により就職されるよう、連携・協力して企業への啓

発等に取り組んでいるところです。 

特に府内の大学等におきましては、採用応募・選考時での公正な採用選考に反する問題事象を把握するた

めに、就職活動をしている学生等から「就職差別等についての報告書」を大学等への提出を求める取り組み

を行っています。 

また、報告された問題事象は、大就連等において取りまとめるとともに、問題事象によっては大就連、大

阪府及び大阪労働局が連携して、求人企業に対して個別的な啓発等に取り組んでいるところです。 

この「報告書｣による平成 21年度問題事象の集計結果によると、面接時における本人の適性・能力に関係

のない不適切な質問が106件報告され、その内、「家族状況」に関する質問が約2分の 1を占めています。 

また、面接時の不適切な質問の他に、インターネットでの資料請求・応募等の際のエントリーシートや会

社説明会におけるアンケート等において「本籍」、「帰省先」や「家族欄」等、就職差別につながるおそれの

ある個人情報の記載を求められる事象も多く報告されています。 

こうした事象をなくすため、より一層、各関係行政機関・関係団体等が連携して、企業に対する啓発活動

を推進することとしていますが、貴社におかれましても、これまで実施してきた採用選考制度及び求職者の

個人情報の取り扱いについて、人権尊重の観点から見直し、「公正な採用選考制度の確立」に向けた取り組み

を、よろしくお願い申し上げる次第です。 

 

                                        敬 具 

 

 

【大就連とは】 

大阪府下大学等就職問題連絡協議会（略称；大就連）は、大阪府内の７９校の大学等が加盟し、これら大学

の就職担当部（課）長等をもって構成されています。 

 ＜主な取り組み＞ 

・求人企業や経済団体に対する公正採用に向けた申し入れ。 

・学生に対する「公正採用選考」に向けた啓発。 

・学生からの問題事象報告の集約と、行政関係機関との連携による問題解決に向けた取り組み、等。 

 



職業安定法「求職者等の個人情報の取扱い」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就職差別を未然に防止し、公正な採用選考を図るためには、法律を遵守するだけでよいというも
のではありません。 

従来から、公正な採用選考について、事業主のみなさまにご理解とご協力を要請してきた趣旨を

十分にご認識いただき、今後とも、公正な採用選考システムの確立が図られるよう、さらに積極的

な取組みをお願いします。 

「求職者の個人情報の取扱いについて」は次のことに注意して下さい。 

 

○求人企業、職業紹介事業者などが対象となります。 

○個人情報の収集の基本は、 

・ 業務の目的の範囲内で収集すること。 

・ 収集してはならない個人情報は、 

 

 

 

 

 

○個人情報を収集するには、 

・ 本人から直接収集すること。 

・ 本人以外から収集する時は、本人の同意を得たうえで収集すること。 

○個人情報の保管、使用は、収集目的の範囲に限られます。 

○個人情報の管理は、 

・ 目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新の内容に保つこと。 

・ 紛失、破壊及び改ざんを防止すること。 

・ 第三者からのアクセスを防止すること。 

・ 必要が無くなれば破棄または削除すること。 

○違反したときは､改善命令や罰則（６ヶ月以下の懲役又は３０万円以下の罰金）が

適用されます。 

第５条の４ 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者､募集に応じて労働者

になろうとする者又は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人

情報」という。）を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に

必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管

し、及び使用しなければならない。 

ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、家族の職業、収入、本人の

資産などの情報、容姿、スリーサイズなど 

ロ 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞･雑誌、愛読書など 

ハ 労働運動、学生運動、消費者運動などに関することなど 
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